
売却区分番号 日進市１ 

見積価額 

(最低入札価額) 
7,170,000 円

公売保証金 717,000 円

公 売 財 産 

（登記上の情報）

１ 

２ 

３ 

４ 

一棟の建物 

所在 

建物の名称 

構造 

床面積 

敷地権の目的で

ある土地 

土地の符号 

所在及び地番 

地目 

地積 

専有部分の建物 

家屋番号 

建物の名称 

種類 

構造 

床面積 

建築年月日 

敷地権 

土地の符号 

敷地権の種類 

敷地権の割合 

日進市浅田平子二丁目 ２９８番地 

赤池サンハイツＡ棟 

鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根１３階建 

１階 ２２０．３８㎡  

２階～７階 各２７０．４９㎡ 

８階～１２階 各２０８．４３㎡  

１３階 ９０．９６㎡ 

１ 

日進市浅田平子二丁目２９８番 

宅地 

２０３６．００㎡ 

浅田平子二丁目 ２９８番の７０２ 

７０２ 

居宅 

鉄骨鉄筋コンクリート造１階建 

７階部分 ５６．４７㎡ 

平成８年３月５日新築 

１ 

所有権 

３７万１６７０分の６００４ 



公法上の規制

都市計画区域 市街化区域 

用途地域 第一種住居地域 線引き前宅地 非該当 

建ぺい率 ６０％ 防火指定 建築基準法第２２条区域 

容積率 ２００％ 日影規制 時間４－２．５ｈ／高さ４ｍ 

その他法制限 砂防指定地、宅地造成等工事規制区域 

位置・交通 愛知県立日進西高等学校 南西方 徒歩５分 

接道状況 
西側 幅員約５．６ｍ 舗装市道 等高接面 

北側 幅員約４．５ｍ 舗装道路 等高接面 

地勢 平坦地 

使用状況等 
１

２

令和７年７月４日調査日現在、所有者が居住しています。 

日進市は、令和７年６月９日に内部調査を実施しています。 

管理状況等 

１

２

３

４

５

６

令和７年５月３１日調査日現在、管理費等は次のとおりです。 

管理費 月額６，８００円 

修繕積立金 月額９，２００円 

問合せ先 株式会社合人社計画研究所 名古屋支店 

 電話 ０５２－２１２－１３２３ 

令和７年５月３１日調査日現在、未納管理費等は次のとおりです。調査日以降

発生した未納管理費等は、遅延損害金を含め、買受人に承継されます。また、

その他未納となっている費用（水道光熱費）についても、管理規約の定め等によ

り買受人に承継され、請求される場合があります。 

未納管理費等 ５４，０００円 

公売財産の買受人は「建物の区分所有等に関する法律」に基づき、所有者の一

切の権利義務を承継します。 

駐車場は整備されていますが、別途契約が必要（月額４，０００円～８，０００円

／台）です。令和７年６月２４日調査日現在、空きはありません。 

所有者の駐車場は買受人に承継されないため、買受人の契約時に駐車場の空

きがあるかは不明です。 

管理規約上はペットの飼育制限がありますが、令和７年６月９日調査日現在、

室内で小型犬１匹、小鳥１羽、バルコニーで亀１匹が飼育されています。 

管理規約及び未納管理費等に関する詳細については、以下の問合せ先までお

問合せください。 

問合せ先 日進市役所 収納課 

       電話 ０５６１－７３－４１０９ 

特記事項 

１

２

３

居間・食堂や廊下・台所等のフローリングは、日焼けによる変色や傷みがあり、

部分的な補修跡がみられます（写真⑧⑨⑩）。 

和室の畳は劣化しており、たわんでいる部分があります（写真⑪）。 

所有者から、給湯器及びキッチンの換気扇を１０年ほど前に取り替えたと聴取し

ています。 



４

５

６

洗面ボウルに補修跡がみられます（写真⑭）。 

洗面化粧台下部の床材に、漏水による腐食がみられ、漏水防止のため木材で

補強されています（写真⑮）。 

浴室及びトイレの換気扇は使用すると異音が出ます（写真⑯⑰）。 

留意事項 

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

公売財産を一括換価します。 

経年相当の劣化・損耗があります。 

地目、地積、建物の種類、構造、床面積及び建築年月日は登記事項証明書に

よります。 

土壌汚染やアスベストなどに関する専門的な調査は行っておりません。 

公売財産については、あらかじめその現況及び関係公簿等を確認してください。

掲載している図面及び写真が現況と異なる場合は、現況を優先します。 

日進市は公売財産に財産の種類又は品質に関する不適合があっても、担保責

任等を負いません。 

日進市は公売財産の引渡義務を負いません。占有者等に対しての明渡請求な

どは、買受人の責任において行うことになります。 

公売財産内に存在する動産類については、買受人の責任により適法に処分等

する必要があります。

上下水道及びガスの整備状況、市町村が提供する３種類（洪水、雨水出水、高

潮）のハザードマップ及び適格請求書の交付の可否等については、以下の問合

せ先までお問合せください。 

問合せ先 日進市役所 収納課 

電話 ０５６１－７３－４１０９ 


